
令 和 ３ 年 ９ 月 ６ 日 

豊島区子ども家庭部保育課 

保護者の皆様へ 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育園の登園自粛の要請について 

 

平素より本区の保育事業にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

現在、東京都を含む複数の都道府県に、国による緊急事態宣言が発令されています。区内の保育

施設においても集団感染とされる事例が発生するなど、予断を許さない状況が続いております。 

こうした状況を踏まえ、保育園等においても、下記のとおり登園を自粛していただくよう要請す

ることといたしました。ご自宅での保育が可能な場合やご親族等の協力が得られるご家庭について

は、登園を控え、ご自宅でお過ごしいただくようお願いいたします。 

なお、今後の感染拡大状況等により対応が変更となる場合には、改めてお知らせいたしま

す。保護者の皆様には、ご負担をお掛けすることになりますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

１． 登園自粛要請期間 

令和３年９月７日（火）～緊急事態宣言発令期間中（予定） 

※ 状況によっては期間が変更になる場合があります。 

 

２． 保育料について 

登園自粛要請にご協力いただいた場合は、登園日数に応じて保育料が日割り計算されます。 

日割り計算に関しては、別紙をご覧ください（保護者の皆様のお手続きは不要です）。 

 

３． その他 

(1) 登園自粛を強制するものではございません。可能な限りご協力をお願いします。 

(2) 体調不良時やＰＣＲ検査を受けることになった場合の保育園への連絡、登園時の検温や消

毒の徹底など、引き続き、保育園における感染対策にご協力をお願いいたします。 

※ ご家庭での子育てや、お子様の様子、保育について不安や心配事などがありましたら、遠

慮なく保育園へご相談ください。 

 

【お問合せ先】 

豊島区子ども家庭部保育課 

・区立保育園について    ・・・・・・・・・・公立運営グループ     03-3981-2028 

・私立保育園について    ・・・・・・・・・・私立保育所グループ   03-3981-1823 

・地域型保育事業、豊島区臨時保育所について・・・地域型保育事業グループ 03-3981-1961 

・保育料について      ・・・・・・・・・・入園グループ      03-3981-2140 


